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２ 第６回検討委員会以降、事務局に提出された意見書について 

 

意 見（要約） 

４ 

【答申書案についての意見】 

 評価表を基に場所を検討すると概ね現庁舎周辺が候補になる可能性が高いが、仮に

候補地を現庁舎周辺とした場合には、新庁舎の機能としてすべての部門を集約するの

は不適当と考える。 

 理由として、総合計画にもあるように小郡都市核は商業や経済交流の場としての位

置づけがあり、今後のターミナルパーク整備とともに経済的に発展させる場所として

の県央の玄関口として発展していく必要があります。したがって評価表にある山口市

民全体が利用するために人口重心などを重んじる本庁舎機能とは別の考えが必要だ

と思う。経済交流、企業誘致などは山口市民だけがそのすべての対象ではなく山口県

内外の多くの企業が対象になるために、企業活動や経済活動の将来の発展性を重視し

た場所として県内外からの交通の利便性を生かした拠点に経済発展に必要な部門（経

済産業部や都市政策部など）を新山口駅周辺に設置するべきである。 

 よって、現在予定されている新山口駅北地区拠点施設での産業支援機能（起業創業

の相談窓口）以外に、経済活動の発展に必要な部門を新山口駅周辺や小郡総合支所、

今後建設予定のコンベンション施設やその周辺域に設置するべきであると記載する

ことを提言する。 

 


